
寒 川 町 職 員 の 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

（ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 の 額 等 ）  （ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 の 額 等 ）  

第 2条  条 例 第 15条 の 2第 3項 第 1号 の 規 則

で 定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員

の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額

（ 勤 務 に 従 事 し た 時 間 が 4時 間 を 超 え な

い と き は 、 当 該 額 に 100分 の 50を 乗 じ て

得 た 額 と す る 。 ） と し 、 同 項 第 1号 の 規

則 で 定 め る 勤 務 は 、 勤 務 に 従 事 し た 時

間 が 6時 間 を 超 え る 場 合 の 勤 務 と す る 。  

第 2条  条 例 第 15条 の 2第 3項 の 規 則 で 定 め

る 勤 務 は 、 同 条 第 1項 の 勤 務 に 従 事 し た

時 間 が 6時 間 を 超 え る 場 合 の 勤 務 と す

る 。 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ _ 

(1)  条 例 に 規 定 す る 行 政 職 給 料 表 (1)

に お け る 8級 の 職 務 に あ る 者  11,000

円  

（ 削 る ）  

(2)  条 例 に 規 定 す る 行 政 職 給 料 表 (1)

に お け る 7級 の 職 務 に あ る 者  10,000

円  

（ 削 る ）  

2  条 例 第 15条 の 2第 3項 第 2号 の 規 則 で 定

め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区

分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す

る 。  

（ 削 る ）  

(1)  条 例 に 規 定 す る 行 政 職 給 料 表 (1)

に お け る 8級 の 職 務 に あ る 者  5,500

円  

（ 削 る ）  

(2)  条 例 に 規 定 す る 行 政 職 給 料 表 (1)

に お け る 7級 の 職 務 に あ る 者  5,000

円  

（ 削 る ）  

3  前 2項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 勤 務 に 従

事 し た 時 間 が 1時 間 を 超 え な い と き は 、

管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 を 支 給 し な い 。  

（ 削 る ）  

第 3条  条 例 第 15条 の 2第 1項 の 勤 務 に 従 事

し た 後 、 引 き 続 い て 同 条 第 2項 の 勤 務 に

従 事 し た 職 員 に は 、 そ の 引 き 続 く 勤 務

に 係 る 同 項 の 規 定 に よ る 管 理 職 員 特 別

勤 務 手 当 を 支 給 し な い 。 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿  

第 3条  条 例 第 15条 の 2第 3項 第 1号 の 規 則

で 定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員

の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額

（ 勤 務 に 従 事 し た 時 間 が 4時 間 を 超 え な

い と き は 、 当 該 額 に 100分 の 50を 乗 じ て

得 た 額 と す る 。 ） と す る 。  

（ 加 え る ）  (1)  条 例 に 規 定 す る 行 政 職 給 料 表 (1)

に お け る 8級 の 職 務 に あ る 者  11,000

円  

（ 加 え る ）  (2)  条 例 に 規 定 す る 行 政 職 給 料 表 (1)

に お け る 7級 の 職 務 に あ る 者  10,000



円  

（ 加 え る ）  2  条 例 第 15条 の 2第 3項 第 2号 の 規 則 で 定

め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区

分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す

る 。  

（ 加 え る ）  (1)  条 例 に 規 定 す る 行 政 職 給 料 表 (1)

に お け る 8級 の 職 務 に あ る 者  5,500

円  

（ 加 え る ）  (2)  条 例 に 規 定 す る 行 政 職 給 料 表 (1)

に お け る 7級 の 職 務 に あ る 者  5,000

円  

（ 加 え る ）  3  前 2項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 勤 務 に 従

事 し た 時 間 が 1時 間 を 超 え な い と き は 、

管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 を 支 給 し な い 。  

（ 加 え る ）  第 4条  次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 条 例 第 15条

の 2第 2項 の 規 定 に よ る 管 理 職 員 特 別 勤

務 手 当 を 支 給 し な い 。 こ の 場 合 に お い

て 、 職 員 が し た 同 条 第 2項 の 勤 務 は 、 同

条 第 1項 の 勤 務 と み な す 。  

（ 加 え る ）  (1) 条 例 第 15条 の 2第 1項 の 勤 務 を し た

後 、 引 き 続 い て 同 条 第 2項 の 勤 務 を し

た 場 合  

（ 加 え る ）  (2) 条 例 第 15条 の 2第 2項 の 勤 務 を し た

後 、 引 き 続 い て 同 条 第 1項 の 勤 務 を し

た 場 合  

（ 委 任 ）  （ 委 任 ）  

第 4条  （ 略 ）  第 5条  （ 略 ）  

附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 7年 4月 1日 か ら 施 行 す る 。  

 


